
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  解約返戻金のない定期保険の保険料             

Ｑ：法人が自己を契約者及び保険金受取人

とし、役員又は従業員を被保険者とする定期

保険に加入した場合、保険期間が長いと保険

料が一時の損金にならないと聞きました。こ

れは、解約返戻金がない定期保険も同じ取り

扱いですか？                                       

                                              

Ａ：解約返戻金のない定期保険の保険料は、

期間の経過に応じて損金の額に算入すること

ができます。 

【解説】 

定期保険は、基本的に満期返戻金や配当金

がないことから、その支払保険料は、原則と

して、資産計上せず、その支払時に支払保険

料、福利厚生費又は給与として損金の額に算

入することができることとされています。 

ただし、定期保険であっても保険期間が非

常に長期のものについては、保険期間の前半

において支払う保険料の中に多額の前払保険

料が含まれており、中途解約をしたような場

合には、支払保険料の相当部分が戻ってくる

ことから、長期平準定期保険として、損金算

入に制限がかけられています。 

お尋ねの保険は掛捨てで、中途解約した場

合の解約返戻金もないということですから、

保険料の支払時の損金算入による税効果を利

用して、簿外資金を留保するといった、課税

上の問題が生ずることもありませんので、た

とえ保険期間が長期であったとしても、長期

平準定期保険の取扱いを適用する必要はなく、

支払った保険料の額は、期間の経過に応じて

損金の額に算入することが認められます。 
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